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◇

名義株の認定をうけtいため|こ

Q:将来相続が発生した場合、妻や子供名

義の株式について名義株として認定されない

ために平素からどのような点に注意をすれば

よいでしょうか。

A:株式会社の設立等に当たって、本来の

出資者である株主以外の者の名義を借りて株

主として株主名簿に登録されている場合が、

多々あります。このように株主名簿に登録は

されているが、単なる名義人にすぎない場合

は、その株式を名義株といいます。

この名義株は、その真実の所有者の財産で

すので、相続税の課税上は、その名義にかか

わらず真実の所有者の財産として課税されま

す◎

親族等が実際に出資をし、株主となってい

る場合に、それが名義株の認定を受けないた

めには、次のような注意が必要です。

①会社の議決権を実際に行使していること

②配当金を実際に受領していること

③株券を現実に保管していることなど

また、証拠資料として、配当金が真実の所

有者の預金等になっていることを示す通帳や

所得税の確定申告書の控え等を保管しておく

ようにしましよう 。

さらに、その出資時に真実の所有者が、出

資金を払い込む資金があったかどうかも、名

義株の認定の一要素となります。設立時や出

資時の資金の出所等が分かる資料も保管して

おくことが重要といえるでしょう。
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